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令和３年３月　ハザードマップを改定

最新の知見に基づき、噴火現象の影響範囲が拡大

溶岩流の最大噴出量を見直し
（7億㎥→13億㎥）

最終的に到達する
可能性のある範囲が拡大

静岡市
（清水区）

沼津市

短時間で溶岩流が
到達する
範囲が拡大

清水町
富士山火山災害警戒地域に県内２市１町追加：
 静岡市、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、清水町、長泉町、小山町 2



新しいハザードマップに対応するため、富士山火山避難基本計画を改定

基本方針 いのちを守るための避難を優先しつつ、
くらしを守るための避難に配慮した計画

移動手段
及び避難
開始時期
の設定

移動手段及び避難開始時期を、気象庁噴火警
戒レベル（右図）と６つの「避難対象エリ
ア」、避難対象者の区分により設定

徒歩避難 溶岩流について、一般住民は噴火後の徒歩避
難を原則とし、渋滞を抑制

観光客への
呼びかけ

観光客に対しては噴火前の「帰宅」を呼びか
け

避難先の見
直し

避難対象者はまずは自市町内に避難し、広域
避難において、隣接市町を積極的に活用
避難者の負担軽減を図ると共に、就業の継続
など地域社会の継続を考慮

富士山火山避難基本計画の概要
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気象庁の発表する噴火警戒レベル
画像：気象庁ホームページ

避難行動要支援者が優先的に道路を使用できるよう配慮
○　全住民が一斉に車両で避難を開始した場合、深刻な渋滞の発生が懸念される。

○　観光客等については、帰宅を原則とし、避難行動要支援者の避難と重ならないよう帰宅時期を設定

○　避難行動要支援者は、車両での避難が不可欠であり、限られた地域資源である道路を優先的に使用できるよう配慮

○　溶岩流からの避難においては、一般住民は噴火後の徒歩避難を原則とし、渋滞を抑制

避難対象エリア 第1次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次

観光客等

避難時期 遅くとも噴火警戒レベル３までに避難開始
（登山者は、解説情報（臨時）で下山）

溶岩流の到達や降灰による
影響の可能性が生じた時点

移動手段 登山者は、五合目からはバス又は徒歩
観光客は、入域した手段による

入域した手段による

避難先 自宅等（登山者、観光客、別荘利用者、来域者は、
影響範囲外の自宅へ帰宅することを原則とする）

避難行動
要支援者

避難時期 レベル３ レベル４ 溶岩流が流下する可能性が生じた時点

移動手段 車両（親族の自家用車、施設の車両、行政が手配する車両）

避難先 第１次、第２次、第３次避難対象エリア以外 溶岩流の流下範囲外

一般住民

避難時期 レベル３ レベル４ 噴火直後 溶岩流が流下する可能性が生じた時点

移動手段 自家用車 徒歩又は自家用車

避難先 第１次、第２次、第３次避難対象エリア以外 溶岩流の流下範囲外

車両での
避難が必須

渋滞を
抑制

避難では
なく帰宅

円滑な避難のため、移動手段及び避難開始時期を見直し
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避難対象者の負担軽減を目指した避難先の見直し

広域避難は隣接市町も積極的に活用。市町調整を支援。
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・避難対象者はまずは自市町内に避難
・受入可能人数を超えた場合には
 市町外へ広域避難
・隣接市町（火山災害警戒地域）
 であっても、噴火現象から安全を
 確保できる場合には積極的に活用

広域避難のイメー
ジ

今後、市町間の調整を行い
広域避難体制の整備を推進

    県内の市町村への避難

    県外への避難

    火山災害警戒地域

富士山火山防災対策における普及啓発等

富士山火山防災対策の実効性を高める訓練を実施

富士山火山防災情報伝達訓練（R5.7.19）
富士山の山小屋や周辺5市町、気象台、警察等の関係機関と連携
噴火の予兆が観測された状況を想定した情報伝達訓練を実施 6


